
 

トトピピッッククスス22  特特別別企企画画：：昭昭和和110000年年をを振振りり返返っってて  
 
令和8(2026)年に、昭和元(1926)年から起算して満100年を迎えます。昭和から平成、令

和にかけての100年間で、我が国の⾷料・農業・農村は⼤きく変わりました。以下では、
令和7(2025)年度の特別企画として、社会・経済の全般的な動き、国⺠⽣活の変化、農業
⽣産・農業構造の動向、農村の変化について紹介します1。 
 

((11))  昭昭和和初初期期かからら戦戦中中、、戦戦後後復復興興ににかかけけててのの⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村  
((昭昭和和元元〜〜2200年年))  

昭和初期においては、国⺠所得の増⼤や都市化に伴って⾷⽣活の質が向上し、農業⽣産
の構成も変化していきました。⽣⽷の価格が暴落し、桑の⽣産に代わって野菜や果実の⽣
産が増加する中、農業関係の試験研究の体制が整い、農作物の品種開発と栽培技術の向上、
家畜の改良に向けた環境整備が⾏われました。 

例えば稲は寒さにはあまり強くないため、北海道や東北等では昭和初期において稲が⼗
分に実らない冷害が起きました。このため、耐冷性を強化した品種の開発が進み、昭和
6(1931)年に多収性、耐冷性、そして良⾷味を兼ね備えた品種「⽔稲

すいとう
農林
のうりん

1号
ごう

」が誕⽣しま
した。また、⻄洋りんごについては、欧⽶から様々な品種を輸⼊して栽培試験を⾏ってき
ましたが、昭和初期にかけて、試験研究機関による組織的な国産品種の開発が開始されま
した。 

こうした取組を背景に、我が国の農業は、世界恐慌2の影響を受けながらも、農業者の経
営多⾓化で対応し、野菜や果実、⼯芸農作物、畜産の⽣産が⼤幅に拡⼤しました。⾷糧⾃
給の⾯からは、⼩⻨の増産が注⽬され、技術的な改良等を通じて増産が図られました。 

流通・消費⾯を⾒ると、鉄道交通網の発達により、野菜や果実の⻑距離輸送が増加しま
したが、昭和初期の家庭には冷蔵庫等の電化製品が普及しておらず、⽣鮮⾷品の⻑期保存
は困難でした。 

このような中、昭和2(1927)年には、京都市
き ょ う と し

で中央卸
売市場法に基づく初の中央卸売市場が開設されました。
その後、昭和5(1930)年に⾼知市

こ う ち し
、昭和6(1931)年に

横浜市
よ こ は ま し

、⼤阪市
お お さ か し

、昭和7(1932)年に神⼾市
こ う べ し

、昭和10(1935)
年に東京市

とうきょうし
(当時)で、それぞれ中央卸売市場が開設され

ました。 
昭和14(1939)年に始まった第⼆次世界⼤戦下では、⽶

や⻨等の⽣産が優先され、⽣⽷や果実等の⽣産が減少し
たほか、昭和17(1942)年には⾷糧管理法が制定され、
様々な物資の統制が⾏われる中で、⽶⻨についても配給
統制が⾏われました。さらに、肥料等農業⽣産資材の配
給、労働⼒の調整が⾏われ、農業の⽣産構造や農村は著
しく変化しました。 

 
1 参考⽂献⼀覧を参照 
2 昭和4(1929)年に⽶国で発⽣し、世界的に影響を及ぼした。 

せせりりのの様様⼦⼦  
資料：東京都中央卸売市場 

 

営基盤の強化、外部からの担い⼿の誘致に積極的に取り組んでいる傾向も⾒られました。 
農林⽔産省では、地域計画の分析を通して農地の集約化の状況と課題を整理し、地域計

画の継続的な⾒直しを後押しするとともに、集約化の進捗率を定量的に評価する⼿法の実
装に向けた検討を⾏うこととしています。また、農地の効率的な利⽤に向けて、品⽬別の
団地化が重要であることから、「地域計画を核とした産地づくり」を推進することとしてい
ます。 

 

 
 

((地地域域計計画画のの継継続続的的なな⾒⾒直直ししがが必必要要))  
地域計画は、その策定過程を通じて、地域の課題が浮き彫りとなるものであり、⼀度策

定して終わりとするのではなく、市町村を始めとする関係機関や地域の農業者の話合いに
より継続的に⾒直し、完成度を⾼めていくこととしています。 

特に、⽬標地図が現況地図に近い地域や、将来の受け⼿が位置付けられていない農地が
多い地域等については、担い⼿の育成・確保とともに、担い⼿への農地の⼀層の集約化を
通じて受け⼿不在の農地の解消を進めていくことが必要となっています。また、将来の地
域農業を⾒据えた地域計画にしていくためには、今後地域を担っていく若者が、地域計画
に参画していくことが必要です。これらに当たっては、農業者を⽀える市町村の職員数が
減少する中1、市町村に加え、農業委員会や農業協同組合（以下「農協」という。）、⼟地改
良区、農地バンク、都道府県等の関係機関・農業関係者が⼀体的に取組を進めるための推
進体制を整備することが重要です。さらに、地域の幅広い関係者で話合いを⾏った結果と
して、将来の受け⼿に農地を集約化する⽬標地図を作成できた地域であっても、その後、
地域計画の広域化等の変化が⽣じれば、その実情に応じた⾒直しが必要です。 

農林⽔産省では、地域計画の継続的な⾒直しを
全国的に展開することに加え、農地の集約化に取
り組む地域への⽀援や、農地バンクによる農地の
引受機能の強化、⼤区画化等の基盤整備の推進、
農地の受⽫となる担い⼿の機械導⼊等への⽀援、
新規就農の促進、地域外からの担い⼿の誘致への
⽀援等を実施していくこととしています。  

 
1 第6章第2節を参照 

図表 トピ1-5 将来の受け⼿に集約化している地域の例(平地農業地域) 
⽔稲・⼩⻨・⼤⾖の⼟地利⽤型中⼼の地域となっており、複数の法⼈(丸印)が地域の後継者のいない農地を⼀⼿に引き受け集
約化し、営農しやすいよう団地化 

＊写真の出典は、A県B市 
資料：農林⽔産省作成 

現現況況地地図図((令令和和44((22002222))年年度度))  ⽬⽬標標地地図図((令令和和1144((22003322))年年度度))  

P○ 図表トピ1-4 将来の受け⼿に集約化している地域の例(平地農業地域)
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557744

P○ 図表トピ1-4 将来の受け⼿に集約化している地域の例(平地農業地域)

557733
557744

地地域域計計画画((地地域域農農業業経経営営基基盤盤強強化化促促進進計計画画))  
URL：https://www.maff.go.jp/j/keiei 

/koukai/chiiki_keikaku.html 
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トトピピッッククスス22  特特別別企企画画：：昭昭和和110000年年をを振振りり返返っってて  
 
令和8(2026)年に、昭和元(1926)年から起算して満100年を迎えました。昭和から平成、

令和にかけての100年間で、我が国の⾷料・農業・農村は⼤きく変貌しました。以下では、
令和7(2025)年度の特別企画として、社会・経済の全般的な動き、国⺠⽣活の変化、農業
⽣産・農業構造の動向、農村の変化について紹介します1。 
 

((11))  昭昭和和初初期期かからら戦戦中中、、戦戦後後復復興興ににかかけけててのの⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村  
((昭昭和和元元〜〜2200年年))  

昭和初期においては、国⺠所得の増⼤や都市化に伴って⾷⽣活の質が向上し、農業⽣産
の構成も変化していきました。⽣⽷の価格が暴落し、桑の⽣産に代わって野菜や果実の⽣
産が増加する中、農業関係の試験研究の体制が整い、農作物の品種開発と栽培技術の向上、
家畜の改良に向けた環境整備が⾏われました。 

例えば稲は寒さにはあまり強くないため、北海道や東北等では昭和初期において稲が⼗
分に実らない冷害が起きました。このため、耐冷性を強化した品種の開発が進み、昭和
6(1931)年に多収性、耐冷性、そして良⾷味を兼ね備えた品種「⽔稲

すいとう
農林
のうりん

1号
ごう

」が誕⽣しま
した。また、⻄洋りんごについては、欧⽶から様々な品種を輸⼊して栽培試験を⾏ってき
ましたが、昭和初期にかけて、試験研究機関による組織的な国産品種の開発が開始されま
した。 

こうした取組を背景に、我が国の農業は、世界恐慌2の影響を受けながらも、農業者の経
営多⾓化で対応し、野菜や果実、⼯芸農作物、畜産の⽣産が⼤幅に拡⼤しました。⾷糧⾃
給の⾯からは、⼩⻨の増産が注⽬され、技術的な改良等を通じて増産が図られました。 

流通・消費⾯を⾒ると、鉄道交通網の発達により、野菜や果実の⻑距離輸送が増加しま
したが、昭和初期の家庭には冷蔵庫等の電化製品が普及しておらず、⽣鮮⾷品の⻑期保存
は困難でした。 

このような中、昭和2(1927)年には、京都市
き ょ う と し

で中央卸
売市場法に基づく初の中央卸売市場が開設されました。
その後、昭和5(1930)年に⾼知市

こ う ち し
、昭和6(1931)年に

横浜市
よ こ は ま し

、⼤阪市
お お さ か し

、昭和7(1932)年に神⼾市
こ う べ し

、昭和10(1935)
年には東京都中央卸売市場が築地に開設されました。 

昭和14(1939)年に始まった第⼆次世界⼤戦下では、⽶
や⻨等の⽣産が優先され、⽣⽷や果実等の⽣産が減少し
たほか、昭和17(1942)年には⾷糧管理法が制定され、
様々な物資の統制が⾏われる中で、⽶⻨についても配給
統制が⾏われました。さらに、肥料等農業⽣産資材の配
給、労働⼒の調整が⾏われ、農業の⽣産構造や農村は著
しく変化しました。 

 

 
1 参考⽂献⼀覧を参照 
2 昭和4(1929)年に⽶国で発⽣し、世界的に影響を及ぼした。 

せせりりのの様様⼦⼦  
資料：東京都中央卸売市場 
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ては、⽣産政策(農業⽣産の選択的拡⼤、農業の⽣産性向上等)、価格・流通政策(農産物価
格の安定及び農業所得の確保、農産物の流通合理化等)、構造政策(農業経営の規模拡⼤、
農業経営の近代化、協業の助⻑等)を3本の柱とする農業政策の⽅向付けが⾏われ、同法に
基づき各種政策が展開されました。また、同法に基づき同年度版から農業⽩書が作成・公
表されました。 

昭和39(1964)年には、我が国はIMF1(国際通貨基⾦)8条国へ移⾏するとともに、
OECD2(経済協⼒開発機構)へ加盟することにより、開放経済体制へ移⾏し、農業部⾨の対
応も課題となっていきました。 

農業⽣産の選択的拡⼤という考え⽅の下で、各種政策が講じられた結果、畜産や園芸の
⽣産拡⼤が進み、農業総産出額は、昭和35(1960)年の1兆9千億円から昭和44(1969)年の4
兆7千億円と⼤幅に向上しました。⼀⽅、⼩⻨、⼤⾖、飼料穀物の輸⼊量の急増と国内⽣
産の⼤幅な減少、これに伴う作付延べ⾯積の減少が進みました。 

また、稲作技術が向上し、⽶の単収は、昭和元(1926)年産の200kg/10a台から昭和
41(1966)年産の400kg/10aへと⾶躍的に増加しました(図図表表  トトピピ22--11)。⼀⽅、⽶の年間1⼈
当たり消費量3は、昭和37(1962)年度に118kgとなって以降、減少傾向となり、昭和44(1969)
年度には100kgを下回りました。 

この結果、供給熱量ベース総合⾷料⾃給率は、昭和40(1965)年度は73%でしたが、以降、
⽶の消費量の減少、畜産物や油脂類の消費拡⼤等の⾷⽣活の変化とともに⻑期的に低下傾
向をたどりました。 

 

 
農業構造については、兼業化が進展するとともに、農業者の⾼齢化も進⾏しました。ま

た、都市的⼟地の需要拡⼤に伴う農地価格の上昇等により、⼟地利⽤型農業の規模拡⼤は
進みませんでした。 

 
1 International Monetary Fundの略 
2 Organisation for Economic Co-operation and Developmentの略 
3 国⺠1⼈・1年当たり供給純⾷料 

資料：昭和元(1926)〜32(1957)年産までは農林省「農林省統計表」(昭和17(1942)及び18(1943)年産のみ農商省「農商省統計表」)、
昭和33(1958)年産以降は農林⽔産省「作物統計」 

注：1) ⽣産量は収穫量(⼦実⽤)の数値 
2) 昭和19(1944)年産から昭和48(1973)年産までは沖縄県を含まない。 

図表 トピ2-1 ⽶の⽣産量と⽔稲の単収 
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((戦戦後後〜〜昭昭和和3355年年))  
戦後農政の主要な課題は、⾷糧の確保と農村の⺠主化、

農業の近代化でした。⾃作農創設特別措置法の制定等の
農地改⾰により、⾃作農が多数を占める農業構造が創出
されるとともに、農業協同組合法の制定により、零細経
営を協同の⼒により補完する協同組合の発達が促進され
ました。また、昭和26(1951)年には農業委員会等に関す
る法律が制定され、農業全般にわたる問題を総合的に解
決するための⺠主的な農⺠代表機関として⾏政委員会で
ある農業委員会が設置されました。 

深刻な⾷糧難を打開していくため、国内の⾷糧増産や
肥料の⽣産体制強化が喫緊の課題であり、農薬取締法や
肥料取締法、植物防疫法の制定等に加え、⼟地改良法の
制定により、国営事業等による農地の開拓や、農業⽤⽔
の開発が積極的に⾏われるようになりました。さらに、
頻発する災害を乗り越えて農業⽣産を軌道に乗せるため、
昭和22(1947)年に農業災害補償法が制定されました。 

困難な⾷糧事情ではあったものの、昭和22(1947)年に
は、救援物資を受けつつ学校給⾷が主要都市を対象に再
開され、徐々に全国に展開され、昭和29(1954)年には学
校給⾷法が制定されました。この後、学校給⾷は時代と
ともに形を変えていきました。本トピックスでは、学校
給⾷のメニューを時代とともに振り返ります。 

農林⽔産物・⾷品の品質改善を⽬的として、昭和25(1950)年に農林物資規格法1が制定さ
れ、農林物資の規格と格付(検査)から成るJAS(⽇本農林規格)2制度が創設されました。流
通・消費⾯を⾒ると、昭和28(1953)年には、消費者が⾃ら商品を選び、購⼊する我が国初
のセルフサービス式スーパーマーケットが開業し、昭和30年代から⾷品スーパーや総合スー
パーが各地に展開されるようになりました。 

我が国経済が戦後復興を遂げる中で、農業⽣産も、昭和20年代後半には戦前の⽔準まで
回復しました。また、昭和31(1956)年には、「⽔稲農林1号」を親として、耐冷性、⾷味を
改良した特性を持つ「コシヒカリ」が誕⽣しました。 

 
((22))  ⾼⾼度度経経済済成成⻑⻑期期かからら国国際際化化がが進進展展すするる中中ででのの⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村  
((昭昭和和3366〜〜4444年年))  

昭和30年代の経済成⻑過程において、農業従事者と他産業従事者との所得格差が拡⼤し
ました。農業部⾨から他産業部⾨への労働⼒の移動や、農産物の消費の拡⼤と需要構造に
変化が⽣じるなど、農業をめぐる環境は⼤きく変化しました。 

このような状況を踏まえ、昭和36(1961)年に、農業の⽣産性の向上、農業従事者と他産
業従事者との⽣活⽔準の均衡を⽬標とする「農業基本法」が制定されました。同法におい

 
1 平成29(2017)年の改正による正式名称は「⽇本農林規格等に関する法律」 
2 第4章第2節参照 

昭昭和和3300年年のの学学校校給給⾷⾷  
資料：独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センター 

⾷⾷糧糧難難にに対対応応すするるたためめにに設設けけらられれたた  
国国会会議議事事堂堂前前のの畑畑  

資料：株式会社共同通信社 
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ては、⽣産政策(農業⽣産の選択的拡⼤、農業の⽣産性向上等)、価格・流通政策(農産物価
格の安定及び農業所得の確保、農産物の流通合理化等)、構造政策(農業経営の規模拡⼤、
農業経営の近代化、協業の助⻑等)を3本の柱とする農業政策の⽅向付けが⾏われ、同法に
基づき各種政策が展開されました。また、同法に基づき同年度版から農業⽩書が作成・公
表されました。 

昭和39(1964)年には、我が国はIMF1(国際通貨基⾦)8条国へ移⾏するとともに、
OECD2(経済協⼒開発機構)へ加盟することにより、開放経済体制へ移⾏し、農業部⾨の対
応も課題となっていきました。 

農業⽣産の選択的拡⼤という考え⽅の下で、各種政策が講じられた結果、畜産や園芸の
⽣産拡⼤が進み、農業総産出額は、昭和35(1960)年の1兆9千億円から昭和44(1969)年の4
兆7千億円と⼤幅に向上しました。⼀⽅、⼩⻨、⼤⾖、飼料穀物の輸⼊量の急増と国内⽣
産の⼤幅な減少、これに伴う作付延べ⾯積の減少が進みました。 

また、稲作技術が向上し、⽶の単収は、昭和元(1926)年産の200kg/10a台から昭和
41(1966)年産の400kg/10aへと⾶躍的に増加しました(図図表表  トトピピ22--11)。⼀⽅、⽶の年間1⼈
当たり消費量3は、昭和37(1962)年度に118kgとなって以降、減少傾向となり、昭和44(1969)
年度には100kgを下回りました。 

この結果、供給熱量ベース総合⾷料⾃給率は、昭和40(1965)年度は73%でしたが、以降、
⽶の消費量の減少、畜産物や油脂類の消費拡⼤等の⾷⽣活の変化とともに⻑期的に低下傾
向をたどりました。 

 

 
農業構造については、兼業化が進展するとともに、農業者の⾼齢化も進⾏しました。ま

た、都市的⼟地の需要拡⼤に伴う農地価格の上昇等により、⼟地利⽤型農業の規模拡⼤は
進みませんでした。 

 
1 International Monetary Fundの略 
2 Organisation for Economic Co-operation and Developmentの略 
3 国⺠1⼈・1年当たり供給純⾷料 

資料：昭和元(1926)〜32(1957)年産までは農林省「農林省統計表」(昭和17(1942)及び18(1943)年産のみ農商省「農商省統計表」)、
昭和33(1958)年産以降は農林⽔産省「作物統計」 

注：1) ⽣産量は収穫量(⼦実⽤)の数値 
2) 昭和19(1944)年産から昭和48(1973)年産までは沖縄県を含まない。 

図表 トピ2-1 ⽶の⽣産量と⽔稲の単収 
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((戦戦後後〜〜昭昭和和3355年年))  
戦後農政の主要な課題は、⾷糧の確保と農村の⺠主化、

農業の近代化でした。⾃作農創設特別措置法の制定等の
農地改⾰により、⾃作農が多数を占める農業構造が創出
されるとともに、農業協同組合法の制定により、零細経
営を協同の⼒により補完する協同組合の発達が促進され
ました。また、昭和26(1951)年には農業委員会等に関す
る法律が制定され、農業全般にわたる問題を総合的に解
決するための⺠主的な農⺠代表機関として⾏政委員会で
ある農業委員会が設置されました。 

深刻な⾷糧難を打開していくため、国内の⾷糧増産や
肥料の⽣産体制強化が喫緊の課題であり、農薬取締法や
肥料取締法、植物防疫法の制定等に加え、⼟地改良法の
制定により、国営事業等による農地の開拓や、農業⽤⽔
の開発が積極的に⾏われるようになりました。さらに、
頻発する災害を乗り越えて農業⽣産を軌道に乗せるため、
昭和22(1947)年に農業災害補償法が制定されました。 

困難な⾷糧事情ではあったものの、昭和22(1947)年に
は、救援物資を受けつつ学校給⾷が主要都市を対象に再
開され、徐々に全国に展開され、昭和29(1954)年には学
校給⾷法が制定されました。この後、学校給⾷は時代と
ともに形を変えていきました。本トピックスでは、学校
給⾷のメニューを時代とともに振り返ります。 

農林⽔産物・⾷品の品質改善を⽬的として、昭和25(1950)年に農林物資規格法1が制定さ
れ、農林物資の規格と格付(検査)から成るJAS(⽇本農林規格)2制度が創設されました。流
通・消費⾯を⾒ると、昭和28(1953)年には、消費者が⾃ら商品を選び、購⼊する我が国初
のセルフサービス式スーパーマーケットが開業し、昭和30年代から⾷品スーパーや総合スー
パーが各地に展開されるようになりました。 

我が国経済が戦後復興を遂げる中で、農業⽣産も、昭和20年代後半には戦前の⽔準まで
回復しました。また、昭和31(1956)年には、「⽔稲農林1号」を親として、耐冷性、⾷味を
改良した特性を持つ「コシヒカリ」が誕⽣しました。 

 
((22))  ⾼⾼度度経経済済成成⻑⻑期期かからら国国際際化化がが進進展展すするる中中ででのの⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村  
((昭昭和和3366〜〜4444年年))  

昭和30年代の経済成⻑過程において、農業従事者と他産業従事者との所得格差が拡⼤し
ました。農業部⾨から他産業部⾨への労働⼒の移動や、農産物の消費の拡⼤と需要構造に
変化が⽣じるなど、農業をめぐる環境は⼤きく変化しました。 

このような状況を踏まえ、昭和36(1961)年に、農業の⽣産性の向上、農業従事者と他産
業従事者との⽣活⽔準の均衡を⽬標とする「農業基本法」が制定されました。同法におい

 
1 平成29(2017)年の改正による正式名称は「⽇本農林規格等に関する法律」 
2 第4章第2節参照 

昭昭和和3300年年のの学学校校給給⾷⾷  
資料：独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センター 

⾷⾷糧糧難難にに対対応応すするるたためめにに設設けけらられれたた  
国国会会議議事事堂堂前前のの畑畑  

資料：株式会社共同通信社 
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消費が減退している中で⽣産量が増加し続け、供給過剰状態となって昭和45(1970)年には
政府⽶在庫量が720万tに達し、昭和46(1971)年から⽣産調整が本格実施されました1。⽶の
ほかにも、みかんや⽣乳等の農産物の需給が緩和しました。 

⾷⽣活では、⾁類の消費が伸びた⼀⽅、穀物の消費が減少しました。農産物輸⼊は増加
を続け、我が国は世界的に上位に位置する農産物純輸⼊国となり、供給熱量ベース総合⾷
料⾃給率は50%台になりました。昭和47(1972)年の東欧や旧ソヴィエト連邦における穀物
の不作に始まる国際農産物需給の逼迫

ひっぱく
は、昭和48(1973)年の⽶国産⼤⾖の禁輸措置につな

がり、国⺠の⾷料供給に対する関⼼が⾼まる⼀つの契機となりました。学校給⾷では、カ
レーライス等のメニューが⾒られるようになり、飲み物として⽜乳が提供されるようにな
りました。 

流通・消費⾯を⾒ると、⽣鮮⾷料品等を安定的・
効率的に供給するため、昭和46(1971)年に卸売市場
法が制定され、卸売市場施設の整備や、その適正か
つ健全な運営を確保すること等により、取引の適正
化や⽣産・流通の円滑化が進められました。これに
よって、⾷⽣活は⾼度化、多様化し、この動きに対
応して⾷品の加⼯・流通を担う⾷品産業は⼤きく成
⻑しました。昭和40年代半ばから、カップ麺の登場
に加え、外⾷産業では、チェーン店経営によるファ
ミリーレストランやファストフードの業態が登場し
ました。昭和40年代には、⽶国のコンビニエンスス
トア業態が我が国の⼩売業界にも導⼊されました。 

 
((昭昭和和5555〜〜6633年年))  

⼆度にわたるオイルショックを克服した我が国経済は、1980年代に⼊り、好調な対外輸
出等に⽀えられて景気拡⼤基調となりました。国⺠の⾷⽣活は、所得向上、⽣活様式の変
化等を背景に多様化が⼀層進みましたが、全体的には⾷料消費の伸びは緩やかなものとな
り、栄養的には飽和に近い状態になりました。こうした中で、我が国の⾵⼟に根差し、バ
ランスの取れた⽇本型⾷⽣活の維持・定着が課題とされました。昭和61(1986)年には、外
⾷産業の市場規模は20兆円を超える規模となりました(図図表表  トトピピ22--22)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 あわせて、昭和46(1971)年以降、2度にわたり過剰⽶処理を実施 

 

我我がが国国初初ののフフラランンチチャャイイズズ⽅⽅式式にによよるる  
ココンンビビニニエエンンスススストトアア  

資料：株式会社セブン-イレブン・ジャパン 

 

価格・流通政策としては、品⽬ごとの価格安定等に係る法制度が整備され、著しい価格
低落時の補給⾦の交付等が⾏われ、農業経営の安定に貢献しました。 

流通・消費⾯を⾒ると、⾼速道路網の発達により、遠⽅の産品を含めた多様な⾷材の⽣
産地から消費地への輸送が可能になりました。昭和30年代半ば(1960年頃)には、⾷品の製
造⼯程や包装⼯程の機械化、冷凍等による保存期間の⻑期化等の⾷品製造技術は著しく進
歩し、昭和43(1968)年にはレトルト⾷品が登場しました。 

また、2ドア式の冷凍冷蔵庫の普及を背景に、⽔産
系の⾷品製造事業者が⾷品の冷凍加⼯を⽬指した本格
的な研究に取り組み、冷凍⾷品に適した調理⽅法を開
発し、調理冷凍⾷品を市販したことにより、次第に⾷
品スーパー等で専⽤の売場が設けられるようになりま
した。昭和31(1956)年から派遣が始まった南極地域観
測隊の⾷料として冷凍⾷品が採⽤されたことや、昭和
39(1964)年に開催された東京オリンピック1の選⼿村
で多くの選⼿等に短時間で提供するために冷凍⾷品が
使⽤されたことで、外⾷分野での冷凍⾷品の導⼊が進
み、家庭での消費も拡⼤しました。 

農村においては、情報伝達や交通⼿段の発達により⽣活上の利便性が改善され、農業者
の消費⽔準が⾼まった⼀⽅、混住化や農地転⽤の進⾏等が⼟地のスプロール化を招きまし
た。このため、農業⽣産に必要な農⽤地等の確保及び農業の健全な発展を図ることを⽬的
とする「農業振興地域の整備に関する法律」等が制定されました。 

 
((昭昭和和4455〜〜5544年年))  

1970年代においては、昭和48(1973)年のオイルシ
ョックを境に、国内経済のインフレとそれに続く不
況等の厳しい局⾯を経験し、安定成⻑へと移⾏しま
した。都市化、⼯業化は全国に波及し、都市の過密
とその⼀⽅で農村の過疎化が進みました。1年のう
ち⼀定期間家族のもとを離れて職に就く出稼労働者
数は昭和40年代後半以降減少傾向にあり、地⽅から
都市部への⼈⼝移動は、⾼度経済成⻑の終わりに向
けて、勢いを弱めつつも、継続しました。 

農業者の状況を⾒ると、在宅の雇⽤兼業が⼀般化
し、農業者と⾮農業者の⽣活⽔準は、昭和40年代後半には均衡に向かいました。昭和
45(1970)年には、第2種兼業農家2が5割を占め、かつ兼業農家の多くは経営を稲作にシフ
トし、⼟地を資産的に保有する傾向を強めた⼀⽅、専業的な経営は養豚や養鶏、施設園芸
といった⼟地に依存しない資本集約的な部⾨での発展を図る⽅向に向かいました。 

農業⽣産⾯においては、⽶については昭和41(1966)年度に完全⾃給を達成しましたが、

 
1 正式名称は「第18回オリンピック競技⼤会」 
2 兼業所得の⽅が農業所得よりも多く、世帯員の中に兼業従事者が1⼈以上いる農家 
 

家家庭庭消消費費向向けけのの冷冷凍凍⾷⾷品品売売場場  
資料：株式会社ニチレイ 

昭昭和和4400年年代代後後半半のの学学校校給給⾷⾷  
資料：⼀般財団法⼈武蔵野市給⾷・⾷育振興財団 
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消費が減退している中で⽣産量が増加し続け、供給過剰状態となって昭和45(1970)年には
政府⽶在庫量が720万tに達し、昭和46(1971)年から⽣産調整が本格実施されました1。⽶の
ほかにも、みかんや⽣乳等の農産物の需給が緩和しました。 

⾷⽣活では、⾁類の消費が伸びた⼀⽅、穀物の消費が減少しました。農産物輸⼊は増加
を続け、我が国は世界的に上位に位置する農産物純輸⼊国となり、供給熱量ベース総合⾷
料⾃給率は50%台になりました。昭和47(1972)年の東欧や旧ソヴィエト連邦における穀物
の不作に始まる国際農産物需給の逼迫

ひっぱく
は、昭和48(1973)年の⽶国産⼤⾖の禁輸措置につな

がり、国⺠の⾷料供給に対する関⼼が⾼まる⼀つの契機となりました。学校給⾷では、カ
レーライス等のメニューが⾒られるようになり、飲み物として⽜乳が提供されるようにな
りました。 

流通・消費⾯を⾒ると、⽣鮮⾷料品等を安定的・
効率的に供給するため、昭和46(1971)年に卸売市場
法が制定され、卸売市場施設の整備や、その適正か
つ健全な運営を確保すること等により、取引の適正
化や⽣産・流通の円滑化が進められました。これに
よって、⾷⽣活は⾼度化、多様化し、この動きに対
応して⾷品の加⼯・流通を担う⾷品産業は⼤きく成
⻑しました。昭和40年代半ばから、カップ麺の登場
に加え、外⾷産業では、チェーン店経営によるファ
ミリーレストランやファストフードの業態が登場し
ました。昭和40年代には、⽶国のコンビニエンスス
トア業態が我が国の⼩売業界にも導⼊されました。 

 
((昭昭和和5555〜〜6633年年))  

⼆度にわたるオイルショックを克服した我が国経済は、1980年代に⼊り、好調な対外輸
出等に⽀えられて景気拡⼤基調となりました。国⺠の⾷⽣活は、所得向上、⽣活様式の変
化等を背景に多様化が⼀層進みましたが、全体的には⾷料消費の伸びは緩やかなものとな
り、栄養的には飽和に近い状態になりました。こうした中で、我が国の⾵⼟に根差し、バ
ランスの取れた⽇本型⾷⽣活の維持・定着が課題とされました。昭和61(1986)年には、外
⾷産業の市場規模は20兆円を超える規模となりました(図図表表  トトピピ22--22)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 あわせて、昭和46(1971)年以降、2度にわたり過剰⽶処理を実施 

 

我我がが国国初初ののフフラランンチチャャイイズズ⽅⽅式式にによよるる  
ココンンビビニニエエンンスススストトアア  

資料：株式会社セブン-イレブン・ジャパン 

 

価格・流通政策としては、品⽬ごとの価格安定等に係る法制度が整備され、著しい価格
低落時の補給⾦の交付等が⾏われ、農業経営の安定に貢献しました。 

流通・消費⾯を⾒ると、⾼速道路網の発達により、遠⽅の産品を含めた多様な⾷材の⽣
産地から消費地への輸送が可能になりました。昭和30年代半ば(1960年頃)には、⾷品の製
造⼯程や包装⼯程の機械化、冷凍等による保存期間の⻑期化等の⾷品製造技術は著しく進
歩し、昭和43(1968)年にはレトルト⾷品が登場しました。 

また、2ドア式の冷凍冷蔵庫の普及を背景に、⽔産
系の⾷品製造事業者が⾷品の冷凍加⼯を⽬指した本格
的な研究に取り組み、冷凍⾷品に適した調理⽅法を開
発し、調理冷凍⾷品を市販したことにより、次第に⾷
品スーパー等で専⽤の売場が設けられるようになりま
した。昭和31(1956)年から派遣が始まった南極地域観
測隊の⾷料として冷凍⾷品が採⽤されたことや、昭和
39(1964)年に開催された東京オリンピック1の選⼿村
で多くの選⼿等に短時間で提供するために冷凍⾷品が
使⽤されたことで、外⾷分野での冷凍⾷品の導⼊が進
み、家庭での消費も拡⼤しました。 

農村においては、情報伝達や交通⼿段の発達により⽣活上の利便性が改善され、農業者
の消費⽔準が⾼まった⼀⽅、混住化や農地転⽤の進⾏等が⼟地のスプロール化を招きまし
た。このため、農業⽣産に必要な農⽤地等の確保及び農業の健全な発展を図ることを⽬的
とする「農業振興地域の整備に関する法律」等が制定されました。 

 
((昭昭和和4455〜〜5544年年))  

1970年代においては、昭和48(1973)年のオイルシ
ョックを境に、国内経済のインフレとそれに続く不
況等の厳しい局⾯を経験し、安定成⻑へと移⾏しま
した。都市化、⼯業化は全国に波及し、都市の過密
とその⼀⽅で農村の過疎化が進みました。1年のう
ち⼀定期間家族のもとを離れて職に就く出稼労働者
数は昭和40年代後半以降減少傾向にあり、地⽅から
都市部への⼈⼝移動は、⾼度経済成⻑の終わりに向
けて、勢いを弱めつつも、継続しました。 

農業者の状況を⾒ると、在宅の雇⽤兼業が⼀般化
し、農業者と⾮農業者の⽣活⽔準は、昭和40年代後半には均衡に向かいました。昭和
45(1970)年には、第2種兼業農家2が5割を占め、かつ兼業農家の多くは経営を稲作にシフ
トし、⼟地を資産的に保有する傾向を強めた⼀⽅、専業的な経営は養豚や養鶏、施設園芸
といった⼟地に依存しない資本集約的な部⾨での発展を図る⽅向に向かいました。 

農業⽣産⾯においては、⽶については昭和41(1966)年度に完全⾃給を達成しましたが、

 
1 正式名称は「第18回オリンピック競技⼤会」 
2 兼業所得の⽅が農業所得よりも多く、世帯員の中に兼業従事者が1⼈以上いる農家 
 

家家庭庭消消費費向向けけのの冷冷凍凍⾷⾷品品売売場場  
資料：株式会社ニチレイ 

昭昭和和4400年年代代後後半半のの学学校校給給⾷⾷  
資料：⼀般財団法⼈武蔵野市給⾷・⾷育振興財団 
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農村においては、中⼭間地域等の条件不利地域では過疎化が進⾏し、地域社会の維持が
困難となる地域も⾒られるようになりました。⼀⽅、農村で農業が営まれることにより発
揮される国⼟の保全や⽔源の涵養

かんよう
、⾃然環境の保全等の多⾯的機能に注⽬する動きも⾒ら

れるようになりました。⼀村⼀品運動に代表される農産物の⾼付加価値化と地場消費の開
拓の取組やふるさと⼩包に⾒られる地域から都市部に向けた発信の取組も活発になりまし
た。 

 
((平平成成元元〜〜1100年年))  

平成に⼊ると、国際的には東⻄ドイツの統⼀、旧ソヴィエト連邦の崩壊等による冷戦体
制の終結といった政治経済体制の枠組みに⼤きな変化が⽣じました。また、国内では、平
成3(1991)年のバブル経済崩壊以降、我が国経済社会は⻑い低迷期に⼊りました。さらに、
情報通信技術や交通⼿段の⾶躍的な発達により、経済社会のボーダレス化が急速な勢いで
進みました。こうした中で、平成5(1993)年には、ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉が
実質合意されるなど、農産物貿易の⾃由化が進み、平成7(1995)年には新たな世界の貿易
ルールとして包括関税化の実施、農業保護の削減、輸出補助⾦の削減を進めるWTO1農業
合意が実施に移されるなど、新たな国際環境に対応した農政を展開していく必要性が増⼤
しました。 

また、国⺠の意識や⽣活様式が、健康や暮らしの
⼼地良さ等を優先する価値観へと変化する兆しがあ
る中で、⾷⽣活は量的にも質的にも充⾜し、安全性
等への関⼼の⾼まりに対応した表⽰・規格制度の充
実や、環境への配慮に対応した循環型社会の実現に
向けた取組も進展しました。 

農業政策については、経営感覚に優れた効率的か
つ安定的な経営体の育成を狙いとする構造政策の強
化や価格政策の⾒直し等が進められました。職業と
しての農業を⾒直す動きもあり、新規就農⻘年数2は
順次回復傾向となり、平成10(1998)年には年間に1万⼈を超えました。また、政府による
⾷糧管理に重点を置き、厳格に流通ルートを特定する制度から、流通⾯の規制を緩和し、
⽣産者の⾃主性の発揮や流通の合理化を図る制度とするため、⾷糧管理法を廃⽌し、⾷糧
法が平成6(1994)年に制定されました。 

農業技術⾯では、⽶について、平成5(1993)年の⼤冷害を受け、「ひとめぼれ」等の耐冷
性に優れた品種の普及が進みました。また、遺伝⼦解析技術の進展や情報通信技術の発達
により、品種開発の効率化が進み、スマート農業の基盤となる技術も確⽴されました。 

農村については、過疎化や⾼齢化が引き続き進⾏している中で、中⼭間地域を対象とし
た施策を実施し、定住化を促進するといった⽣活環境施設等の整備が⾏われるとともに、
グリーン・ツーリズムを始めとする都市と農村の交流活動等が⾏われました。 

 

 
1 World Trade Organizationの略で、世界貿易機関のこと 
2 新規就農者のうち、「学⽣」から「農業が主」となった者と、39歳以下の「勤務が主」から「農業が主」となった者の合計 

平平成成22年年頃頃のの学学校校給給⾷⾷  
資料：⼀般財団法⼈武蔵野市給⾷・⾷育振興財団 

 

 

 
 
また、⾷⽣活の洋⾵化や多様化が進み、弁当やおに

ぎり等の中⾷の利⽤が拡⼤し、スーパーマーケット等
では中⾷の売場が拡⼤しました。昭和63(1988)年には、
冷蔵による宅配サービスが開始され、冷蔵・冷凍保存
を必要とする⾷品や⽣鮮⾷品を⼊⼿できる場が店舗以
外にも拡⼤する契機となりました。学校給⾷では、主
流であるコッペパンのほか、揚げて調理されたパンも
提供されていました。 

農業においては、⼤幅な円⾼に加え、農産物の国際
需給も緩和したことから、農産物の内外価格差が拡⼤
し、その縮⼩に向けた⽣産性向上のための取組が強化
されるとともに、需給緩和基調が続く⽶、⼩⻨、加⼯
原料乳等の⾏政価格の引下げが⾏われました。さらに、
昭和63(1988)年に⽜⾁、かんきつ等の輸⼊⾃由化が決
定されました。農業総産出額は、昭和59(1984)年の11
兆7千億円をピークに減少しており、品⽬別に⾒ると、
昭和63(1988)年頃には、⽶、畜産、野菜・果実の産出
額がほぼ同じとなりました。農産物の品種開発や優良
品種の普及が進み、例えば果実については、⽇持ちが
良く、良⾷味を兼ね備えたリンゴ品種の「ふじ」1が広
く普及し、おおむね昭和62(1987)年以降、「ふじ」は
国内のりんご⽣産量の5割程度を占めるようになりま
した。 

農業構造については、⾼齢専業農家が増加し、第2種兼業農家が減少する中で、農⽤地
利⽤増進法に基づき、⽣産性の⾼い担い⼿の育成確保とともに、担い⼿を中核とした地域
農業の組織化が推進されました。 

 
1 昭和37(1962)年に品種登録 

資料：⼀般社団法⼈⽇本フードサービス協会「外⾷産業市場規模推計」を基に農林⽔産省作成 
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資料：⼀般財団法⼈武蔵野市給⾷・⾷育振興財団 
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合意が実施に移されるなど、新たな国際環境に対応した農政を展開していく必要性が増⼤
しました。 

また、国⺠の意識や⽣活様式が、健康や暮らしの
⼼地良さ等を優先する価値観へと変化する兆しがあ
る中で、⾷⽣活は量的にも質的にも充⾜し、安全性
等への関⼼の⾼まりに対応した表⽰・規格制度の充
実や、環境への配慮に対応した循環型社会の実現に
向けた取組も進展しました。 

農業政策については、経営感覚に優れた効率的か
つ安定的な経営体の育成を狙いとする構造政策の強
化や価格政策の⾒直し等が進められました。職業と
しての農業を⾒直す動きもあり、新規就農⻘年数2は
順次回復傾向となり、平成10(1998)年には年間に1万⼈を超えました。また、政府による
⾷糧管理に重点を置き、厳格に流通ルートを特定する制度から、流通⾯の規制を緩和し、
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農業技術⾯では、⽶について、平成5(1993)年の⼤冷害を受け、「ひとめぼれ」等の耐冷
性に優れた品種の普及が進みました。また、遺伝⼦解析技術の進展や情報通信技術の発達
により、品種開発の効率化が進み、スマート農業の基盤となる技術も確⽴されました。 

農村については、過疎化や⾼齢化が引き続き進⾏している中で、中⼭間地域を対象とし
た施策を実施し、定住化を促進するといった⽣活環境施設等の整備が⾏われるとともに、
グリーン・ツーリズムを始めとする都市と農村の交流活動等が⾏われました。 
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国内のりんご⽣産量の5割程度を占めるようになりま
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農業構造については、⾼齢専業農家が増加し、第2種兼業農家が減少する中で、農⽤地
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する⼿段となりました。また、平成17(2005)年に制定された⾷育基本法を受け、平成
21(2009)年の改正後の学校給⾷法には、その⽬的に学校給⾷を活⽤して⾷育を推進するこ
とが明記されました。学校給⾷では、⾷育を意識して昔ながらの郷⼟料理等が提供される
ようになりました。 

さらに、消費者の視点で政策全般を監視し、消費
者 ⾏ 政 を ⼀ 元 的 に 推 進 す る 組 織 と し て 、 平 成
21(2009)年に消費者庁が設置されました。 

平成25(2013)年には、「和⾷」1がユネスコ2無形⽂
化遺産として登録されました。このことが⽇本⾷⽂
化を⾒つめ直す⼀つの契機となるとともに、次世代
に向けた保護・継承の動きや、農林⽔産物・⾷品の
輸出等につながることが期待されるようになりまし
た。 

平成26(2014)年には、地域ならではの⾃然的、⼈
⽂的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会
的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的
財産として保護する地理的表⽰法3が制定されました。 

また、世界的な貿易の枠組みも⼤きく変化していきました。WTOでの多国間の貿易⾃
由化交渉が停滞する中、特定の国・地域間で貿易ルールを取り決めるEPA/FTA4の締結が
世界的に進み、平成30(2018)年12⽉にはCPTPP5(環太平洋パートナーシップに関する包括
的及び先進的な協定)が、平成31(2019)年2⽉には⽇EU6・EPAが、令和2(2020)年1⽉には
⽇⽶貿易協定が、それぞれ発効しました。これらの協定における輸出先国・地域の関税撤
廃等の成果を最⼤限に活⽤し、我が国の強みを⽣かした品⽬の輸出を拡⼤していくことが
重要です。令和元(2019)年には、輸出促進法7が制定され、政府が⼀体となって農林⽔産物・
⾷品の輸出拡⼤を⽀える制度が整備されるとともに、我が国農林⽔産業の⽣産基盤の強化
と新市場開拓の推進等の取組が進められました。 

さらに、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者の⾃信
や⽣きがいを創出し、社会参画を実現する「農福連携」8の取組が広がりました。農福連携
は、平成27(2015)年に国際連合(以下「国連」という。)で採択されたSDGs9(持続可能な開
発⽬標)に掲げられた包摂的な社会の実現にも通じる取組です。 

 
((⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村基基本本法法改改正正へへ))  

令和2(2020)年に始まった新型コロナウイルス感染症のまん延といった世界的な感染症
の流⾏や、気候変動による⽣産・流通・消費への複合的なリスクが顕在化している中、令
和4(2022)年2⽉のロシアによるウクライナ侵略等により、世界の⾷料供給や国内外の物流

 
1 正式名称は「和⾷；⽇本⼈の伝統的な⾷⽂化」。第4章第5節を参照 
2  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizationの略で、国際連合教育科学⽂化機関のこと 
3 正式名称は「特定農林⽔産物等の名称の保護に関する法律」 
4 第1章第6節を参照 
5 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnershipの略 
6 European Unionの略で、欧州連合のこと 
7 正式名称は「農林⽔産物及び⾷品の輸出の促進に関する法律」 
8 第6章第2節を参照 
9 Sustainable Development Goalsの略 

平平成成2255年年のの学学校校給給⾷⾷  
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((33))  世世界界のの転転換換期期ににおおけけるる我我がが国国のの⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村  
((⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村基基本本法法のの下下ででのの展展開開))  

1990年代後半には、地球資源の有限性や環境問題、⾷料危機への不安等の課題が⼀層顕
在化し、戦後の農政を形作ってきた制度の全般にわたる抜本的な⾒直しが必要になりまし
た。このため、21世紀を展望しつつ、国⺠全体の視点に⽴って⾷料・農業・農村政策を再
構築し、⾷料の安定供給の確保と農業・農村の持つ多⾯的機能の発揮が図られるよう、農
業の持続的な発展と農業が営まれる農村の振興を図ることを旨とする「⾷料・農業・農村
基本法」(以下「基本法」という。)が平成11(1999)年に制定されました。基本法に基づい
て平成12(2000)年に策定された基本計画では、⾷料⾃給率の⽬標が設けられました。また、
基本法に基づき、平成11(1999)年度版から「⾷料・農業・農村⽩書」が作成・公表される
こととなりました。 

2000年代に⼊ると、原油価格の⾼騰や国際的な環境への関⼼の⾼まり等を背景に⽯油代
替燃料としてのバイオ燃料への需要が⾼まりました。また、世界的な⼲ばつや洪⽔等の異
常気象が続くとともに、⾦融危機、経済危機が発⽣し、原油等を始めとする原材料価格が
⾼騰したことに加え、世界の⼈⼝増加や開発途上国・新興国の経済成⻑等により、⾦融市
場からの資⾦が穀物市場へと流れる投機的な動きが広がり、穀物価格の上昇・急騰につな
がりました。 

国内では、BSE(⽜海綿状脳症)の発⽣や、無登録農薬問題、加⼯乳による⼤規模⾷中毒
事故、⽜⾁偽装事件、事故⽶穀の不正規流通問題といった、⾷の安全を脅かし、消費者の
信頼を揺るがす事案が発⽣し、国⺠の⾷に対する関⼼と不安が⾼まり、⾷品安全に関する
各種制度の創設・⾒直しが⾏われました。また、⼝

こう
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てい

疫
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や⾼病原性⿃インフルエンザ等の伝染性疾病の発
⽣等も農業に⼤きな影響を及ぼしました。 

農業構造については、平成17(2005)年の農業経営基
盤強化促進法の改正により、農地のリース⽅式による
⼀般法⼈の農業参⼊が可能となりました。また、担い
⼿の確保・育成の観点から、品⽬横断的経営安定対策
(平成18(2006)年)や⽔⽥・畑作経営所得安定対策(平成
19(2007)年)が開始されました。このほか、環境に配
慮した栽培⽅法である有機農業1を⼀層推進するため、
平成18(2006)年に「有機農業の推進に関する法律」が制定されました。 

平成24(2012)年には、集落や地域における徹底した話合いを通じて、今後の中⼼となる
経営体と、その経営体への農地集積⽅法や、中⼼となる経営体とそれ以外の農業者を含め
た地域農業の在り⽅等を定めた「⼈・農地プラン」の作成が開始されました。くわえて、
平成26(2014)年には、農地の貸借を通じて担い⼿への農地の集積・集約化を進めるための
機関として、各都道府県に農地中間管理機構(農地バンク)が創設されました。 

流通・消費⾯では、インターネットの普及に伴い、EC2市場が平成10年代以降急速に発
展し、書籍や家電等に加え、⾷品類の取扱いも⾏われるようになり、⽇常的に商品を購⼊

 
1 第5章第2節を参照 
2 Electronic Commerceの略で、電⼦商取引のこと 
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する⼿段となりました。また、平成17(2005)年に制定された⾷育基本法を受け、平成
21(2009)年の改正後の学校給⾷法には、その⽬的に学校給⾷を活⽤して⾷育を推進するこ
とが明記されました。学校給⾷では、⾷育を意識して昔ながらの郷⼟料理等が提供される
ようになりました。 

さらに、消費者の視点で政策全般を監視し、消費
者 ⾏ 政 を ⼀ 元 的 に 推 進 す る 組 織 と し て 、 平 成
21(2009)年に消費者庁が設置されました。 

平成25(2013)年には、「和⾷」1がユネスコ2無形⽂
化遺産として登録されました。このことが⽇本⾷⽂
化を⾒つめ直す⼀つの契機となるとともに、次世代
に向けた保護・継承の動きや、農林⽔産物・⾷品の
輸出等につながることが期待されるようになりまし
た。 

平成26(2014)年には、地域ならではの⾃然的、⼈
⽂的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会
的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的
財産として保護する地理的表⽰法3が制定されました。 

また、世界的な貿易の枠組みも⼤きく変化していきました。WTOでの多国間の貿易⾃
由化交渉が停滞する中、特定の国・地域間で貿易ルールを取り決めるEPA/FTA4の締結が
世界的に進み、平成30(2018)年12⽉にはCPTPP5(環太平洋パートナーシップに関する包括
的及び先進的な協定)が、平成31(2019)年2⽉には⽇EU6・EPAが、令和2(2020)年1⽉には
⽇⽶貿易協定が、それぞれ発効しました。これらの協定における輸出先国・地域の関税撤
廃等の成果を最⼤限に活⽤し、我が国の強みを⽣かした品⽬の輸出を拡⼤していくことが
重要です。令和元(2019)年には、輸出促進法7が制定され、政府が⼀体となって農林⽔産物・
⾷品の輸出拡⼤を⽀える制度が整備されるとともに、我が国農林⽔産業の⽣産基盤の強化
と新市場開拓の推進等の取組が進められました。 

さらに、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者の⾃信
や⽣きがいを創出し、社会参画を実現する「農福連携」8の取組が広がりました。農福連携
は、平成27(2015)年に国際連合(以下「国連」という。)で採択されたSDGs9(持続可能な開
発⽬標)に掲げられた包摂的な社会の実現にも通じる取組です。 

 
((⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村基基本本法法改改正正へへ))  

令和2(2020)年に始まった新型コロナウイルス感染症のまん延といった世界的な感染症
の流⾏や、気候変動による⽣産・流通・消費への複合的なリスクが顕在化している中、令
和4(2022)年2⽉のロシアによるウクライナ侵略等により、世界の⾷料供給や国内外の物流

 
1 正式名称は「和⾷；⽇本⼈の伝統的な⾷⽂化」。第4章第5節を参照 
2  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizationの略で、国際連合教育科学⽂化機関のこと 
3 正式名称は「特定農林⽔産物等の名称の保護に関する法律」 
4 第1章第6節を参照 
5 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnershipの略 
6 European Unionの略で、欧州連合のこと 
7 正式名称は「農林⽔産物及び⾷品の輸出の促進に関する法律」 
8 第6章第2節を参照 
9 Sustainable Development Goalsの略 

平平成成2255年年のの学学校校給給⾷⾷  
資料：⼀般財団法⼈武蔵野市給⾷・⾷育振興財団 

 

((33))  世世界界のの転転換換期期ににおおけけるる我我がが国国のの⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村  
((⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村基基本本法法のの下下ででのの展展開開))  

1990年代後半には、地球資源の有限性や環境問題、⾷料危機への不安等の課題が⼀層顕
在化し、戦後の農政を形作ってきた制度の全般にわたる抜本的な⾒直しが必要になりまし
た。このため、21世紀を展望しつつ、国⺠全体の視点に⽴って⾷料・農業・農村政策を再
構築し、⾷料の安定供給の確保と農業・農村の持つ多⾯的機能の発揮が図られるよう、農
業の持続的な発展と農業が営まれる農村の振興を図ることを旨とする「⾷料・農業・農村
基本法」(以下「基本法」という。)が平成11(1999)年に制定されました。基本法に基づい
て平成12(2000)年に策定された基本計画では、⾷料⾃給率の⽬標が設けられました。また、
基本法に基づき、平成11(1999)年度版から「⾷料・農業・農村⽩書」が作成・公表される
こととなりました。 

2000年代に⼊ると、原油価格の⾼騰や国際的な環境への関⼼の⾼まり等を背景に⽯油代
替燃料としてのバイオ燃料への需要が⾼まりました。また、世界的な⼲ばつや洪⽔等の異
常気象が続くとともに、⾦融危機、経済危機が発⽣し、原油等を始めとする原材料価格が
⾼騰したことに加え、世界の⼈⼝増加や開発途上国・新興国の経済成⻑等により、⾦融市
場からの資⾦が穀物市場へと流れる投機的な動きが広がり、穀物価格の上昇・急騰につな
がりました。 

国内では、BSE(⽜海綿状脳症)の発⽣や、無登録農薬問題、加⼯乳による⼤規模⾷中毒
事故、⽜⾁偽装事件、事故⽶穀の不正規流通問題といった、⾷の安全を脅かし、消費者の
信頼を揺るがす事案が発⽣し、国⺠の⾷に対する関⼼と不安が⾼まり、⾷品安全に関する
各種制度の創設・⾒直しが⾏われました。また、⼝

こう
蹄
てい

疫
えき

や⾼病原性⿃インフルエンザ等の伝染性疾病の発
⽣等も農業に⼤きな影響を及ぼしました。 

農業構造については、平成17(2005)年の農業経営基
盤強化促進法の改正により、農地のリース⽅式による
⼀般法⼈の農業参⼊が可能となりました。また、担い
⼿の確保・育成の観点から、品⽬横断的経営安定対策
(平成18(2006)年)や⽔⽥・畑作経営所得安定対策(平成
19(2007)年)が開始されました。このほか、環境に配
慮した栽培⽅法である有機農業1を⼀層推進するため、
平成18(2006)年に「有機農業の推進に関する法律」が制定されました。 

平成24(2012)年には、集落や地域における徹底した話合いを通じて、今後の中⼼となる
経営体と、その経営体への農地集積⽅法や、中⼼となる経営体とそれ以外の農業者を含め
た地域農業の在り⽅等を定めた「⼈・農地プラン」の作成が開始されました。くわえて、
平成26(2014)年には、農地の貸借を通じて担い⼿への農地の集積・集約化を進めるための
機関として、各都道府県に農地中間管理機構(農地バンク)が創設されました。 

流通・消費⾯では、インターネットの普及に伴い、EC2市場が平成10年代以降急速に発
展し、書籍や家電等に加え、⾷品類の取扱いも⾏われるようになり、⽇常的に商品を購⼊

 
1 第5章第2節を参照 
2 Electronic Commerceの略で、電⼦商取引のこと 
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するため、不測時の⾷料安全保障の対応を強化するための「⾷料供給困難事態対策法」1や、
⾷品等の持続的な供給を実現するため、⾷品産業の持続的な発展と合理的な費⽤を考慮し
た価格形成を内容とする⾷料システム法2等が制定⼜は施⾏されました。 

また、改正された基本法で掲げた基本理念に基づき、施策の⽅向性を具体化する計画と
して、新たな基本計画が令和7(2025)年4⽉に策定されました。同基本計画に基づき、基本
法改正後の初動5年間で農業の構造転換を推し進めるため、農地の⼤区画化、共同利⽤施
設の再編集約・合理化、スマート農業技術・新品種の開発・普及、輸出産地の育成等の施
策に集中的に取り組んでいます。 

農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしている農村は、⼈⼝減少・⾼齢化が進⾏し
ており、農村に関わりを持つ⼈材を増やすなどの農村の活性化に向けた取組を推進してい
ます。 

このような中、昭和100年の間、国や都道府
県の農業関係の試験研究機関等により絶え間な
く⾏われてきた品種の開発にも変化が⾒られま
す。例えば稲については、主に耐冷性や多収性、
良⾷味の観点から品種開発が進められてきまし
たが、近年では、稲の登熟期における⾼温の影
響で品質の低下が課題となっていることから、
⾼温耐性品種の開発が進められています。また、
輸出産地を育成する観点から、低コストで⽣産
できる栽培技術の開発とともに、多収品種の開
発への関⼼が再び⾼まりつつあります。 

リンゴについても、近年の労働⼒不⾜や環境
変化に対応した品種開発が進められており、例
えば⾷味も良好で機械化適性を持ち省⼒化に資
する「紅

べに
つるぎ」や、気候変動に対応し、⾼温

条件でも果⽪の着⾊が優れた「紅
べに

みのり」や
「 錦 秋

きんしゅう
」等の様々なニーズに対応した品種が

開発され、普及が進められています。 
ブドウについても、⽪ごと⾷べられる⻩緑⾊品種である「シャインマスカット」の⽣産

が拡⼤し、我が国の⾼品質果実として輸出が進んできたほか、気候変動に対応した新たな
品種の開発も進められています。 

今後も、我が国の⾼い技術やノウハウ等の強みを活かしつつ、優良な品種の開発や導⼊
を促進していくことが重要です3。 

 
昭和100年にわたる歴史の中で培われてきた成果を確実に継承しつつ、我が国の⾃然と

調和した農業と和⾷を始めとする多様な⾷⽂化を経済社会の持続的な発展に資するよう活
⽤していくため、今後とも国⺠全体が⼀丸となって取り組んでいくことが必要です。 

 
1 第1章第4節を参照 
2 第4章第2節及び第3節を参照 
3 第2章第5節を参照 

リリンンゴゴのの主主⼒⼒品品種種「「ふふじじ」」((左左))とと  
⾼⾼温温条条件件ででもも果果⽪⽪のの着着⾊⾊にに優優れれるる「「錦錦秋秋」」((右右))  

資料：国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構 

⾼⾼温温条条件件ででもも⽩⽩濁濁がが⽣⽣じじににくくいい  
⽔⽔稲稲のの⾼⾼温温耐耐性性品品種種「「ににじじののききららめめきき」」((左左))  

とと既既存存品品種種((右右))  
資料：国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構 

 

に⼤きな影響が⽣じたことから、地政学的な情勢の不安定化が、輸⼊依存度の⾼い我が国
の⾷料供給に深刻な影響を及ぼし得ることが認識されました。 

また、世界的には、中国やインド等の新興国の経済が急成⻑し、⾷料のほか、肥料等の
農業⽣産資材への需要が増加しており、新興国によるそれらの輸⼊量も急増しています。
我が国が輸⼊に⼤きく依存している穀物、油糧種⼦、肥料や飼料等の調達競争が激化して
おり、世界中から必要な⾷料や農業⽣産資材を望ましい条件で調達できない状況となって
きています。 

約30年にわたるデフレ経済下で、国内の農産物・⾷品
価格はほとんど上昇しないまま推移しました。実質賃⾦
が上昇しない中で、消費者も低価格の⾷料を求め、安売
り競争が常態化し、サプライチェーン全体を通じて⾷品
価格を上げることを敬遠する意識が醸成・固定化されま
した。⽣産コストが増加しても価格を上げることができ
ない問題が深刻化し、農産物や⽣産資材の価格が急騰し
た際にも価格に速やかに反映できず、事業継続にも関わ
る事態が⽣じるようになりました。 

また、農業者の減少・⾼齢化が著しく進⾏し、基幹的
農業従事者1数は、平成12(2000)年の約240万⼈から、令
和5(2023)年には約116万⼈と半減し、その年齢構成のピ
ークは70歳以上層となりました。20年後の基幹的農業従
事者の中⼼となることが想定される60歳未満層は、全体
の約2割の24万⼈程度にとどまっています。 

農村においては、都市に先駆けて⼈⼝減少・過疎化が
進んできました。その結果、集落機能の維持に⽀障を来
す事態も⽣じています。集落内の⼾数が9⼾以下になる
と、⽤排⽔路の管理や農地の保全等の集落が担ってきた
共同活動が著しく減退するといった状況も⾒られるよう
になりました。 

このように⽣産基盤が弱体化する中、基本法が制定された平成11(1999)年には想定され
なかった情勢の変化を踏まえ、令和5(2023)年6⽉に内閣総理⼤⾂を本部⻑とする「⾷料安
定供給・農林⽔産業基盤強化本部」において、「平時からの国⺠⼀⼈⼀⼈の⾷料安全保障の
確⽴」、「環境等に配慮した持続可能な農業・⾷品産業への転換」、「⼈⼝減少下でも持続可
能で強固な⾷料供給基盤の確⽴」という新たな三つの柱に基づく政策の⽅向性が⽰されま
した。 

 
((44))  未未来来にに続続くく⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村  
((初初動動55年年間間でで農農業業のの構構造造転転換換をを推推進進))  

こうして、令和6(2024)年6⽉に、基本法は、将来にわたる⾷料安全保障の確保を基本理
念の柱とした内容へ、25年ぶりに改正されました。また、改正された基本法の内容を実現

 
1 個⼈経営体の世帯員であって、15歳以上の世帯員のうち、⾃営農業を主な仕事としている者 

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの  
感感染染拡拡⼤⼤にに伴伴いい流流通通がが混混乱乱しし、、  

空空ににななっったた商商品品棚棚((豪豪州州))  
資料：独⽴⾏政法⼈農畜産業振興機構 

国国際際情情勢勢のの変変化化にに伴伴うう  
調調達達リリススククのの⾼⾼ままりりをを受受けけ、、  

備備蓄蓄をを開開始始ししたた肥肥料料原原料料((茨茨城城県県))  
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するため、不測時の⾷料安全保障の対応を強化するための「⾷料供給困難事態対策法」1や、
⾷品等の持続的な供給を実現するため、⾷品産業の持続的な発展と合理的な費⽤を考慮し
た価格形成を内容とする⾷料システム法2等が制定⼜は施⾏されました。 

また、改正された基本法で掲げた基本理念に基づき、施策の⽅向性を具体化する計画と
して、新たな基本計画が令和7(2025)年4⽉に策定されました。同基本計画に基づき、基本
法改正後の初動5年間で農業の構造転換を推し進めるため、農地の⼤区画化、共同利⽤施
設の再編集約・合理化、スマート農業技術・新品種の開発・普及、輸出産地の育成等の施
策に集中的に取り組んでいます。 

農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしている農村は、⼈⼝減少・⾼齢化が進⾏し
ており、農村に関わりを持つ⼈材を増やすなどの農村の活性化に向けた取組を推進してい
ます。 

このような中、昭和100年の間、国や都道府
県の農業関係の試験研究機関等により絶え間な
く⾏われてきた品種の開発にも変化が⾒られま
す。例えば稲については、主に耐冷性や多収性、
良⾷味の観点から品種開発が進められてきまし
たが、近年では、稲の登熟期における⾼温の影
響で品質の低下が課題となっていることから、
⾼温耐性品種の開発が進められています。また、
輸出産地を育成する観点から、低コストで⽣産
できる栽培技術の開発とともに、多収品種の開
発への関⼼が再び⾼まりつつあります。 

リンゴについても、近年の労働⼒不⾜や環境
変化に対応した品種開発が進められており、例
えば⾷味も良好で機械化適性を持ち省⼒化に資
する「紅

べに
つるぎ」や、気候変動に対応し、⾼温

条件でも果⽪の着⾊が優れた「紅
べに

みのり」や
「 錦 秋

きんしゅう
」等の様々なニーズに対応した品種が

開発され、普及が進められています。 
ブドウについても、⽪ごと⾷べられる⻩緑⾊品種である「シャインマスカット」の⽣産

が拡⼤し、我が国の⾼品質果実として輸出が進んできたほか、気候変動に対応した新たな
品種の開発も進められています。 

今後も、我が国の⾼い技術やノウハウ等の強みを活かしつつ、優良な品種の開発や導⼊
を促進していくことが重要です3。 

 
昭和100年にわたる歴史の中で培われてきた成果を確実に継承しつつ、我が国の⾃然と

調和した農業と和⾷を始めとする多様な⾷⽂化を経済社会の持続的な発展に資するよう活
⽤していくため、今後とも国⺠全体が⼀丸となって取り組んでいくことが必要です。 

 
1 第1章第4節を参照 
2 第4章第2節及び第3節を参照 
3 第2章第5節を参照 

リリンンゴゴのの主主⼒⼒品品種種「「ふふじじ」」((左左))とと  
⾼⾼温温条条件件ででもも果果⽪⽪のの着着⾊⾊にに優優れれるる「「錦錦秋秋」」((右右))  

資料：国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構 

⾼⾼温温条条件件ででもも⽩⽩濁濁がが⽣⽣じじににくくいい  
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とと既既存存品品種種((右右))  
資料：国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構 

 

に⼤きな影響が⽣じたことから、地政学的な情勢の不安定化が、輸⼊依存度の⾼い我が国
の⾷料供給に深刻な影響を及ぼし得ることが認識されました。 

また、世界的には、中国やインド等の新興国の経済が急成⻑し、⾷料のほか、肥料等の
農業⽣産資材への需要が増加しており、新興国によるそれらの輸⼊量も急増しています。
我が国が輸⼊に⼤きく依存している穀物、油糧種⼦、肥料や飼料等の調達競争が激化して
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価格はほとんど上昇しないまま推移しました。実質賃⾦
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また、農業者の減少・⾼齢化が著しく進⾏し、基幹的
農業従事者1数は、平成12(2000)年の約240万⼈から、令
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の約2割の24万⼈程度にとどまっています。 
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と、⽤排⽔路の管理や農地の保全等の集落が担ってきた
共同活動が著しく減退するといった状況も⾒られるよう
になりました。 

このように⽣産基盤が弱体化する中、基本法が制定された平成11(1999)年には想定され
なかった情勢の変化を踏まえ、令和5(2023)年6⽉に内閣総理⼤⾂を本部⻑とする「⾷料安
定供給・農林⽔産業基盤強化本部」において、「平時からの国⺠⼀⼈⼀⼈の⾷料安全保障の
確⽴」、「環境等に配慮した持続可能な農業・⾷品産業への転換」、「⼈⼝減少下でも持続可
能で強固な⾷料供給基盤の確⽴」という新たな三つの柱に基づく政策の⽅向性が⽰されま
した。 

 
((44))  未未来来にに続続くく⾷⾷料料・・農農業業・・農農村村  
((初初動動55年年間間でで農農業業のの構構造造転転換換をを推推進進))  

こうして、令和6(2024)年6⽉に、基本法は、将来にわたる⾷料安全保障の確保を基本理
念の柱とした内容へ、25年ぶりに改正されました。また、改正された基本法の内容を実現

 
1 個⼈経営体の世帯員であって、15歳以上の世帯員のうち、⾃営農業を主な仕事としている者 

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの  
感感染染拡拡⼤⼤にに伴伴いい流流通通がが混混乱乱しし、、  

空空ににななっったた商商品品棚棚((豪豪州州))  
資料：独⽴⾏政法⼈農畜産業振興機構 

国国際際情情勢勢のの変変化化にに伴伴うう  
調調達達リリススククのの⾼⾼ままりりをを受受けけ、、  

備備蓄蓄をを開開始始ししたた肥肥料料原原料料((茨茨城城県県))  
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